
1． スポーツと「危険の引き受け」

　スポーツ傷害補償裁判に於ける原因究明に関
して「危険の引き受け」という考え方がある。
これは，「被害者は自らの同意した危険から生
じた被害について賠償を求めることはできない」
とするラテン法源の「同意あれば被害なし
（Volenti non fit injuria）」1）に由来する。被災者
自身が事前に危険を承認した上で参加したので
あれば，傷害は被災者自身の責任であり，他者
に賠償を請求することはできないとする個人責
任論である。
　スポーツに関連する裁判（以降，スポーツ裁
判）で最初に「危険の引き受け」が採用された
のは，アメリカのプロ野球でファールボールが
当たって負傷した観客が，球団に賠償請求した
事案である。しかし観客は「危険の引き受け」
をもって球場に来ているのだから，ファール
ボールで負傷しても球団への賠償責任は生じな
いという1913年のクレイン事件が先鞭と言われ
ている2）。イギリスでは1931年，レーシングカー
が暴走し観客が被災した。裁判では同じく「危
険の引き受け」で主催側が無罪となったものが
最初である3）。また1951年，アイス・ホッケー
観戦中にアリーナから飛来したパックが少年の
左眼に当たり，視野障害を起こし，競技場を訴
えたが，「危険の引き受け」によって原告（被
災者）の提訴は棄却された。このように，最初
はもっぱら観客と球場側との係争が主であった。

しかし1985年に最初の選手同士の傷害の補償，
裁判（Condon v Basi）が生じた4）。日本でも最
近「危険の引き受け」が明確に認められたのは，
ダートトライアル事件5）である。初心者が車両
の練習走行中に防護柵に激突して，助手席で指
導していた被災者（経験者）を死亡させた事案
である。被災者は行為者の技量の程度を認識し
ていたのでこうした事故の可能性も想定内に考
えられ，「社会的相当性の範囲」，「危険の引き
受け」が認められた。

2． 労災補償と「危険の引き受け」の歴史

　次いで，「危険の引き受け」の歴史的経緯に
ついて検討する。それは近代の労働災害補償に
端を発している。近代の労働者は契約により生
産現場において奴隷的従属を強いられた6）。資
本家（雇用者）は費用の掛かる安全対策をしっ
かりと行わず，それでも仕事の欲しい労働者は
その危険を承知の上で従事せざるをえなかった。
資本主義はその基盤である生産の場において，
「分業と協業」を発展させマニュファクチュア
（工場制手工業）から産業革命（工場制機械工
業）へ発展させた。産業革命における機械化と
生産組織の拡大と複雑化，スピード化は以前に
は無い諸種の労働災害を頻発させた。さらに労
働条件や安全管理の悪さがそれに拍車をかけた。
エンクロージャーで農村からの追い出され，都
市に職を求めにきた過剰な労働者たち（産業予
備軍）は，過剰故に自分たちの立場を弱め，雇
用主にあまり強いことを要求できなかった。工
場制手工業時代には未だ前時代の徒弟的，身分* 広島経済大学名誉教授
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的人間関係が残存していたが，工場制機械工業
の下ではそうした習慣的関係も崩れ，近代的な
労使関係に委ねざるを得なくなった。労働者は
増加する労働災害を次第に労働運動や裁判など
法律的争議を通して解決するようになった。
　コモンロー（習慣法）の初期においてはこの
「危険の引き受け」は雇い主に有利なものとし
て活用されてきたが，その法理が英米法に初め
て登場したのは1799年の「クルーデン v フェ
ンタム裁判（Cruden v Fentham）」以降であ
る7）。いつの時代においても共通して言えるこ
とは，就業するうえで誰もが簡単な擦り傷程度
を覚悟はしていても，重篤な傷害の可能性を承
知する人はいない。法外な給料が保証されてい
るのならばまだしも，ほとんどは低賃金だから
だ。傷害の主要な原因は労働環境，労働条件の
悪さにあり，必要な安全対策を採らずに放置し
た雇用主に責任があったのであるが，その責任
回避のために被災労働者の「危険の引き受け」，
個人責任が援用されたのである。
　野村平爾8）はイギリスの労働者災害補償制度
の発展を1800年代初頭から始まる次の 3期に区
分した。第 1期は過失責任主義と契約の自由に
よる時代であり，この時に「危険の引き受け」
が活用されて，傷害は労働者の個人責任とされ，
雇用者の免責に利用された。第 2期は1880年の
雇主責任法による過失責任から無過失責任への
過渡的時代であり，労働運動によって理不尽な
過失責任主義の修正を実現した。つまり，労働
条件，労働環境の改善，整備が事故傷害の根本
的な解決であることが受容され始めたのである。
第 3期はドイツの補償制度を参照して，完全な
無過失責任法理の確立した1897年以降の労働者
災害補償法時代である。そして不十分ながら労
働災害の原因が雇用者や労働者の過失にあるか
否かを問わずに，無過失責任制として被災者に
補償を与えることができるようになった。被災
者の範囲も特定な職種に限定されていたが新た

な段階への進展であった。補償は国庫からの補
助ではなく雇用主加入の保険によるものである。
　イギリスでは1945年に「法改革（寄与過失）
法 Law Reform（Contributory Negligence）
Act」ができて，寄与過失の抗弁が廃止され，
雇用主による労働者の「危険の引き受け」の抗
弁は一切受け入れられなくなった9）。アメリカ
でも近年（1980年代から）全国的に「危険の引
き受け」論が後退し，被災者と雇用主との比較
過失が主流となっている10）。労働災害における
以上のような発展の推移に概ね異論は無いよう
である11）。こうした中で第 1期以来根強く存在
した「危険の冒認の原則（Assumption of 

risk）」（危険の引き受け）も契約自由の原則あ
るいはその根底に存在する個人主義的倫理観に
依拠するものであり，労災補償の雇主免責の抗
弁方法として習慣法上重大な役割を果たし
た12）。

3． チームスポーツの誕生とラフプレー

3．1 チームスポーツの誕生

　イギリスの産業革命はそれに先立つマニュ
ファクチュア期からの海外進出，科学革命を基
礎に豊富な資本をもって高度な「分業と協業」
を成し遂げた技術革命であった。これによって
生産力は一気に上昇し，産業資源の獲得，産業
製品の販売のために世界の植民地を拡大し，大
英帝国を築いた。「世界の唯一の工場，その唯
一の巨大な輸出入業者，その唯一の運送業者，
その唯一の帝国主義者，そのほとんど唯一の海
外投資国，そしてそれ故にその唯一の海軍強国，
真の世界政策を持つ唯一の国」13）となった。
　産業革命の「分業と協業」は工場内の生産過
程ばかりでなく，それを販売するための事務労
働，デスクワーク，金融，営業，保険，流通…
の多様化，「分業と協業」をももたらした。こ
うして産業革命は個別性と協調性，組織性，ス
ピードをもって展開する社会をもたらした。そ
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して大英帝国は世界の覇者として，植民地統治，
海軍，産業，市場，行政などあらゆる場面での
心身強健，リーダーシップ，ブリティッシュナ
ショナリズムに燃えた強健なキリスト教紳士
（Muscular Christianity）を必要とした。
　こうした社会的要請にブルジョアジーや貴族
の息子たちの通うパブリックスクールが応えた。
典型的には産業革命や大英帝国での中枢を担う
新興ブルジョアジーの子弟が通うラグビー校で
の民俗フットボールのラグビーへの刷新，貴族
の子弟の多く通うイートン校でのサッカーへの
刷新である。中世以降ヨーロッパ全体に普及し
ていたこの民俗フットボールはルールも曖昧で，
暴力を伴い，多くの住民を巻き込んだから，産
業革命も完成に近づく19世紀の中頃の「文明化
された社会」には不都合なものとして，「野蛮
脱却」の社会的風潮の中で衰退しつつあった。
　パブリックスクールではこれを刷新し，ラグ
ビーとサッカーの原型に改変した14）。こうして
組織化されたチームスポーツ（ラグビーやサッ
カー）が生まれた。それらのチームスポーツは
産業革命の「分業と協業」が要請した身体の機
敏性，強健性，組織への順応性，協調性などの
育成，面白さ，興奮性の追求，そして大英帝国
が要請したナショナリズム，リーダーシップ，
服従性などを養成する最適な手段としてパブ
リックスクールやオックスブリッジを中心に普
及した。さらに世界中に普及した。
　ところでこれらのチームスポーツが19世紀後
半から20世紀初頭までにパブリックスクールや
オックスブリッジでどれくらい採用されていた
のかを簡単に触れておこう。毎日のようにス
ポーツがあり，その偏重ぶりに生徒・学生の学
力低下が全国的に心配される事態となった。ま
たその教育改革を正当化するために，「スポー
ツでの人格造り」というアスレティシズムとい
うイデオロギーも創られた15）。また，全校生徒
数500人程度のパブリックスクールに，例えば

ハーロー校ではサッカーコートが約40面，マー
ルボロー校でも約30面を校地周辺に所有してい
た16）。これらの土地は地主からの購入と借用で
賄われたが，資金は保護者，卒業生そして支持
者らの寄付金で支えられた。サッカーやラグ
ビーの面数の多さが格の高さをも示した。

3．2 チームスポーツとラフプレー

　荒い，暴力的な要素を排除したとはいえ，当
初のラグビーやサッカーは多分にそれらを残し
ていた。特にラグビーはサッカーに比べてハッ
キング（Hacking，脛蹴り），トリッキング（足
の引っ掛け），パンチングなどのラフプレー，
さらにスクラムやタックルなどの危険なプレー
を特長とした。しかも刷新当初，ラグビーも
サッカーも混然一体の所があった。1863年に
サッカーはフットボール協会（Football 

Association: FA）を結成しハッキングを禁止し
た。ラグビー関係者はそれに異論を唱え，FA

には参加しなかった。サッカーが貴族主導であ
り，ブルジョアジーから見れば少し軟弱であり，
それに合流することを避けた結果でもあった。
しかし全国組織を持つサッカーの勢いに危機感
を抱いて，1871年にラグビーフットボール・ユ
ニオン（Rugby Football Union: RFU，以降ユ
ニオン）を結成したが，この時はハッキングを
禁止した。ラグビー関係者にとっても，ハッキ
ングの暴力性，ダメージは大きく，見過ごせな
かったのである。
　その後，大英帝国の下，イギリスのナショナ
リズムと結合し，特にラグビーはブルジョア
ジー（中産階級）の文化として，アマチュアリ
ズムの下，労働者階級を排除しつつブルジョア
ジーを統合しながら，イギリスのナショナリズ
ムの中心的な担い手となった。
　アマチュアリズムはその理念の中に「フェア
プレー」を強調し，ダーティーなプレーを禁止
していたが，現実にはパンチング，キッキング
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他が行われていた。そして特にラグビーの試合
では沢山の怪我人が出た。報復はさらなる報復
を生んだ。そうした怪我を愚痴るのは男性らし
くないことだと考えられた。ブルジョアジーた
ちは大英帝国のリーダーシップを養成する上か
ら，プレー中の荒々しさは強健なキリスト教紳
士に不可欠と考えていた。そのため，それを養
成するうえで最適なラグビーでの多少のラフプ
レー，暴力はむしろ「容認」していた。「ラグ
ビーでの暴力は本当の暴力ではない」という擁
護論まで現れた。こうした，ラグビーの試合内
でのラフプレーは，勇気ある男子の「蛮からさ」
「剛毅さ」を示すものとして温存され，20世紀
の後半にも多く見かけたのである。

4． アマチュアリズムの誕生

4．1 なぜ，アマチュアリズムは誕生したのか

　規定の無いままアマチュアリズムについて述
べてきたが，ここで簡単に触れておきたい。最
初のアマチュアルールの成文化は1866年にロン
ドンで行われた全英陸上競技協会（Amateur 

Athletic Association）の競技大会での参加資格
である。アマチュアリズムとはこうしたアマ
チュアルールとそれを取り巻く思想の総合的表
現である。アマチュアリズムが先ず個人競技で
生まれたのはそれだけ労働者階級の参加が目
立った来たからであり，一方，ラグビーやサッ
カーなどのチームスポーツには労働者階級は未
だ十分に組織化されていなかった。そして芸術，
音楽他の文化では生まれず，なぜスポーツにだ
け生まれたのか。
　実は18世紀からアマチュアである貴族を中心
に楽しまれていたクリケットにはプロ（プロ
フェッショナル）も存在した。プロは労働者階
級というよりも封建制の召使に近く，貴族選手
の数が十分であれば出番は無く，人数調整要因
でもあった。日常でも試合でもご主人を「サー」
と呼び，身の回りの世話を焼き，また移動の汽

車やホテルも格下を宛がわれた。競技会ではパ
ビリオンからフィールドへの出入り口，更衣室
も別であった。競技選手としての呼称もアマ
チュアが姓の前に名が来たのに対して，プロは
姓の後に名が来るなど，一目でプロと判明でき
た。また，競技の中でボウラー（ピッチャー）
は主にプロが担った。負担の大きかったことと，
もし貴族であるアマが投げるボールを召使のプ
ロに滅多打ちにされることは上位の階級的プラ
イドを危うくさせたからである。ともあれ，ク
リケットの場合近代スポーツの発祥における第
1段階であり17），召使や労働者階級に対して，
貴族たちは未だにノーブレス・オブリッジ
（Noblesse Oblige: 高位な者は下位への恩恵を
道徳的義務とする思想）を持ち，多少は階級融
和的な要素を持っていた。
　しかし産業革命時以降の資本家階級（ブル
ジョアジー）は未だ貴族の下に位置し，しかし
労働者階級の上に位置する，まさに新興中産階
級として上下の階級に対応しなければならな
かった。労働者階級は資本主義として直接的に
対峙し，搾取し敵対する階級であるから，流暢
な関係は許されなくなっていた。
　ところで，当時一般的だった肉体労働はス
ポーツに必要な筋肉トレーニングの要素を含ん
でいたので，世界的な貿易港を多く抱えたイギ
リスの港湾労働者たちは，荷役の運搬，ボート
の操作も行い，炭坑夫，鉄工所の工員はもっぱ
ら力仕事であった。さらに19世紀末に普及した
郵便制度や新聞の戸別配達は徒歩やランニング
で行われたから，これらの足を生業とする労働
者は日常的にランニングのトレーニングを内包
していた。その彼らがブルジョアの組織した
ボート大会や陸上競技会に参加すれば優位を占
めることは必至であったし，ましてやプロにな
れば意図的にその種目のトレーニングを行った
から，優位は明白であった。これは1880年代に
入って，イングランド北部の工業地帯における
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工場主たちの組織する労働者たちのチームス
ポーツ（ラグビーやサッカー）への進出，やが
てそのプロ化は，労働者階級の優位性を疑いな
く示すものだった。
　「アマチュアは楽しみのためにスポーツをす
る」から，練習はほとんどしなかった。そのた
め諸種の競技会でアマとプロが一緒に競技すれ
ば，プロの優位性は一目瞭然であった。しかし
それは資本主義の階級構造の逆転を意味するか
ら，ブルジョアジーとしては労働者階級の参加
を是が非でも排除しなければならなかった。こ
うしてスポーツだけにアマチュアリズムが生ま
れたが，それだけ必死に排除したのは，当時の
社会背景が決定している。
　ホブズボームによれば，ヨーロッパが1789年
のフランス革命，19世紀初頭のナポレオン軍の
侵攻により各国は封建国家から近代的な国民国
家へと転換しつつあり，1848年の大陸諸国での
自由運動，社会主義運動の革命などを経験して
民族の独立運動など「諸民族の春」を経験しつ
つ，資本主義化の大きなうねりの中にあった。
この時代を彼は「革命の時代」18）と呼んだ。同
じ年，マルクスとエンゲルスによる『共産党宣
言』が出版され，社会主義運動は綱領を得て組
織化され始めた。この時期はイギリスを始め大
陸も含めて労働者の組織化が進み，「労働者階
級」の概念が形成され，1820年代には「社会主
義」という概念も形成された19）。1825年にはイ
ギリスで世界で初めて労働組合が合法化され，
1842年あたりまでは労働運動発展史の「革命的
な時期」（ウェッブ）と呼ばれている20）。1800
年代の初頭から中期はイギリス労働者階級の生
活水準は低下し21），労働者階級も先鋭化し始め
ていた。1830年代から1848年まで，労働者の選
挙権実現の綱領「人民憲章」を掲げて闘った
チャーティスト運動を経験した。さらに1844年
の工場法，1847年の10時間法による主に児童労
働時間の制限，1850年の労働法での土曜半日制

採用など労働者階級の動向は活発化していた。
また1850年前後は全国各地の工業地帯で，資本
家たちの厳しい搾取に抗して労働者たちのスト
ライキも多発していた。そして1864年にはお膝
元のロンドンで第 1インターナショナル（国際
労働者協会）が結成され，労働運動は国際連帯
を意図し始めた。そして1867年の選挙法改正法
は労働者の参政権の実現であった。さらに普仏
戦争で敗北し第 2帝政の崩壊したフランスに，
1871年 3 月から 5月までの 2ヶ月間とはいえ社
会主義革命政権を実現させたパリ・コミューン
は，ヨーロッパのそしてイギリスの資本家階級
を震撼させたのである。
　とはいえ，1848年から1875年は「資本の時代」
（ホブズボーム）と言われるように，イギリス
を始め西ヨーロッパ諸国の経済が大きく発展し，
次の「帝国の時代」（1875～1914：ホブズボー
ム）を担う資本家階級が経済ばかりでなく，政
治に，軍隊に，文化にとあらゆる分野に主役と
して実権を獲得した時期である。
　彼らは貴族と労働者階級に挟まれたまさに中
産階級（Middle Class）であったが，新興階級
として伝統とする文化を所有していなかった。
そこで多くを貴族から模倣しながらも，牽制し
た。そして自らの階級の文化があたかも古い伝
統に基づくかのように権威づけようとしたので
ある22）。こうしてラグビーはブルジョアジーの
象徴として，さらにアマチュアリズムに包まれ
て労働者階級を排除する，きわめて階級性の強
い文化として生まれた。
　当時の産業都市の多くはその東部（East 

End）に貧民窟を抱えていた。産業革命期の工
場からの煤煙が西風に乗って東部を汚染したか
らであった。エンゲルスの『イギリスにおける
労働者階級の状態』（1845）はマンチェスター
を中心とするスラムの病巣化，モラルの崩壊，
治安の悪化を詳細に報告した。その他の都市で
も大なり小なりであった。産業革命以前からの
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海外貿易によって南方の地方病が伝染病として
これらのスラムから蔓延した。チフス，コレラ，
回帰熱などである。伝染病の発生は西部地区に
住むブルジョアにも蔓延した。労働者階級は不
潔，道徳的退廃の集団であり，こうして，人口
的には圧倒的多数を占める労働者階級の動向は
イギリスのブルジョアジーにとって脅威と警戒
の対象であると同時に忌避の対象であった。日
常的に工場では管理，搾取の対象であり，階級
的に劣ると蔑視する労働者階級に，たとえス
ポーツ競技会といえども敗北することは許され
なかった。それゆえ，アマチュアルール，アマ
チュアリズムをもって何としても労働者階級を
排除しなければならなかった。
　1860年代はブルジョアジーにとってのレ
ジャーブームとなり，既に普及していた鉄道を
利用して旅行が普及した。典型は1851年の第 1
回万国博覧会のロンドン開催であり，多数の観
客を集めた。そしてブルジョア主催のスポーツ
競技会も多数開催されるようになった。これは
ブルジョアジーの統合の場でもあった。しかし
そこに労働者階級が参加することは「平和な」
ブルジョアジーの集まりに招かれざる客が参入
し，競技会を「台無し」にしてしまうことに
なったのである。

4．2 アマチュアリズムの内容

　ところで，1866年のアマチュア規定は大きく
3つの要素を含んだ。第 1はアマチュアとは貴
族，政府や軍隊の高官，弁護士，資本家，オッ
クスブリッジの学生・卒業生，パブリックス
クールの卒業生などであり，労働者や職工ある
いはスポーツやその指導を生業とする者はアマ
チュアではないと階級や職業を明記して排除し
た「階級的規定」である。第 2 は競技会で賞
金・賞品を得てはいけない，競技会に参加する
ために休んだ仕事の休業補償（Broken-time 

Payment）を得てはいけない，そしてスポーツ

参加において他者からの援助を得てはいけない
などの「経済的規定」である。そして第 3 は
「アマチュアはジェントルマンである」「フェア
プレーを尊重する」等の曖昧な「倫理的規定」
である23）。しかし19世紀末の労働運動の高揚の
中で「階級的規定」は刺激が強すぎるからと削
除されたが，「経済的規定」によって労働者階
級排除は実質的に効果を持った。
　こうしてアマチュアリズムは人口の大半を占
める労働者階級をスポーツから排除することに
よって，資本主義社会において資本家自らがス
ポーツの大衆化，市場化を阻止した。これは資
本主義社会における根本的な矛盾であり，その
後の「アマチュアリズムに包まれたスポーツ」
は国内に世界に普及するが，アマチュアリズム
はその崩壊の歴史でもある。このようにイギリ
スにおけるスポーツの普及はアマチュアリズム
の誕生と結合しており，イギリススポーツの歴
史は特に資本主義の階級的性格を特長とす
る24）。さて，そのアマチュアリズムは次のよう
な影響をもった。

4．3 労働者階級排除・ブルジョアジー統合

　既述のように労働者階級を排除することはア
マチュアリズムの主要な狙いであった。それと
同時に，当時の大英帝国においてそのリーダー
として活動するブルジョアジー自体の階級的統
合も必須であった。世界の工場，貿易国，植民
地統治，海軍への参加などなど，ブルジョア
ジーもまた，相互の企業間でも激しい競争の社
会であり，放っておけば資本家同士の競争も激
化し，対立する可能性がある。したがって労働
者階級を共通の敵として措定することによって
ブルジョアジー自身の階級としての統合も目指
したのである。こうしてアマチュアリズムに
よって労働者階級を排除し，「アマチュアリズ
ムに包まれたスポーツ」に参加することはブル
ジョアジーとしてのステータスシンボルであり，
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彼らの階級的統合策であった。

4．4 囲い込み

　当時のラグビーの試合ではハッキング，ト
リッキングやパンチングなど試合中のラフプ
レーは一般的であり，傷害が絶えなかった。ユ
ニオンはブルジョアジーの象徴であり，大英帝
国を担うジェントルマンを育成するに最もふさ
わしい種目と自負し，ラグビーに参加すること
は男性性（Manliness）の象徴であった。もち
ろんそこでの怪我は必至のことであり，勇敢の
印，名誉であり，逆に参加を回避することは臆
病のレッテルであった。
　こうして，怪我も想定内，覚悟の上での事で
あり，「危険の受け入れ」の前提のもとに参加
した。そしてもし重篤な怪我をすればそれは
「運が悪かった」のである。あるいは試合中「怖
気付いた」から怪我をしたと言われないための
言い逃れを述べなければならなかった。そして
傷害の治療は自己責任で対処することであった。
もちろんここにはアマチュアリズムの援助禁止
の原則が働いている。これらはまさにアマチュ
アリズムにおけるブルジョア個人主義の表れで
ある。また，「スポーツ内のことはスポーツ内
で対処する。」「スポーツに法律は介入するな」
等のブルジョアスポーツ自治を唱え，スポーツ
を社会から「囲い込ん」だ。当然，「危険の受
け入れ」「囲い込み」を前提とした参加であっ
たから，たとえ受傷したとしても裁判に訴える
ことなどはあり得なかった。そんなことをすれ
ばブルジョアジーの世界からはじき出され，ま
たたとえ裁判所に提訴したとしても，当時の裁
判所自体もそうした訴えは受け入れず，棄却し
ただろう。

4．5 アマチュアリズムと「危険の引き受け」

　以上のように，アマチュアとして怪我とラフ
プレーの多いスポーツに参加すること，さらに

重篤な怪我の可能性は事前に了解済みであり，
それが分かっていて参加することは勇気の印で
あった。怪我の可能性を理由に参加を回避する
ことは許されなかった。従ってここに「危険の
引き受け」が事実上成立している。しかしス
ポーツ事故における裁判は提起されなかった
（できなかった）から，スポーツ裁判としての
「危険の引き受け」は顕在化していない。労働
における「危険の引き受け」は資本家が労働者
の怪我に対して用いた責任逃れの法理であった
が，「アマチュアリズムに包まれたスポーツ」
では「危険の引き受け」は明らかにブルジョア
個人主義として引き継がれ，ブルジョアジー内
の暗黙の合意として内面化されたものである。

5． スポーツ傷害保険

　アマチュアは「スポーツは楽しみのために行
なうものであり，金（給与）を稼ぐためのもの
ではない」として，トレーニングはしなかった。
一方，労働者であるプロ選手はより高度な技術
を求めて科学的な諸方法を導入し始めていたか
ら，競技力も一層向上した。プロにとって傷害
は命取りになることから，怪我の予防に対して
はより敏感であった。そして球団にとっても高
額支給のスター選手の怪我は集客力に影響する
ため，科学的なトレーニング，選手の生活，安
全の指導，管理は球団としても必須な業務とな
りつつあった。
　より厳しい，激しい，スピードある高度な技
術を競い合うので，その分怪我も増えたのであ
る。そのためイングランド北部のラグビークラ
ブでは選手の怪我に対して傷害保険に入ってい
た。当時の労働災害における傷害保険は一般化
していたし，すでに1880年の雇主責任法による
過失責任から無過失責任への過渡的時代であっ
た。従ってイングランド北部の労働者階級の選
手の多いクラブでは，労働災害における保険制
度を採用し易かった。とはいえ，この段階でプ
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ロ選手たちは未だ完全な労働者規定はされてい
なかったが。
　この頃，選手の交通費や宿泊費はアマチュア
選手も受容するようになっていた。しかし休業
補償を受け取るのは労働者選手だけであった。
プロ選手にとって傷害による休業補償と治療費
の受領は重要な問題であったからである。その
一方でアマチュアリズムに固執するユニオンは，
保険金は休業補償の隠れ蓑だと批判し，チーム
内のアマチュア選手はこの保険金の授受を男ら
しくない（Unmanly）と拒否した25）。イングラ
ンド北部のクラブはアマチュアとプロが混在し
ていたから，クラブ内でも矛盾が生じていた。
　このことから，イングランド南部を中心とす
るユニオンのクラブ，中産階級を中心とするア
マチュアクラブではスポーツ傷害保険には入っ
ていなかったのではないかと推測できる。とは
いえ，1895年にイングランド北部のランカ
シャーやヨークシャーのラグビークラブが休業
補償を認めて（その他の給与は認めなかった）
ユニオンから独立して北部ラグビーユニオン
（Northern Rugby Football Union：後のラグ
ビー・リーグ，以下リーグ）を結成し，事実上
のプロ化をしたが， 1日 6シリングの支払いを
認めた26）。1880年には北部の多くのクラブが選
手のための傷害保険政策を持っていた。雇用者
責任保険である。1882年には年に10シリングと
5シリングの保険金である27）。1883年にはソー
ルフォードチームがホームゲーム収入の15％を
選手の保険資金に充てた。1886年にはヨークが
受傷した選手に10シリング／日を支払うことを
決定した。保険給付を受け取ることが，プロ
フェッショナリズムの行為かどうかの暫しの議
論の後，1886年のユニオン年次総会で，10シリ
ング／日以下であれば罰則の対象としないこと
を決定した。これはクラブによる独自の支払い
を避けるためであった。それでも不適切な支払
いは続いた28）。ともあれ，傷害保険政策はプロ

化政策の一環としてユニオンからは批判され
た29）。
　リーグでも試合でのラフプレーは深刻だった。
ユニオンと同様，この当時ラグビーに暴力的行
動は不可避なものだった。1906年には「労働者
補償法（Workmen’s Compensation Act）」が制
定され，プロサッカーやプロラグビー選手の傷
害をも対象とするようになった30）。とはいえ，
エキサイトする競技中の小競り合いやラフプ
レーの応酬は日常的なことであった。当然，加
害者特に意図的な加害行為への批判や恨みは沢
山有り，次の試合での報復も多かった。それゆ
えラフプレーは一層増幅された。そして，傷害
に対処する方法の選択肢は理論上は 3つあった。
個人責任として対処する，互助援助する，そし
て加害者への補償請求である。ラグビー内では
荒々しい競技性の一方で協調心，チームワーク，
「一人はみんなのために，みんなは一人のため
に（One for All, All for One）」，「ノーサイド」
を強調したが，多数ある傷害に対しては個人責
任を採用した。互助や加害者への請求は行わな
かった。つまり互助援助や加害者への請求は
「他者からの援助」であり，アマチュアリズム
の理念「アマチュアは他者からの援助を受けて
はいけない」という経済的規定，個人責任に抵
触したからである。ここにアマチュアリズムの
ブルジョア個人主義が作用したのである。ス
ポーツに参加することはある程度の怪我を前提
として承認しており（「危険の引き受け」を承
認しており），重篤な場合には「運が悪かった」
のである。こうしてアマチュアリズムにおける
ブルジョア個人主義は単にラグビーやサッカー
に留まらずスポーツ全般に普及し，スポーツ界
を席巻した。傷害で補償や訴訟などを言うこと
は男らしくなく，ブルジョアジーとして恥ずべ
きことだった。またブルジョアジーはそれらの
医療費を自己負担できたのであり，生涯に残る
障害を抱えても，パブリックスクールやオック
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スブリッジでの被災としてステータスシンボル
化もできた。当時のブルジョアジーは多少の犠
牲を払っても，大英帝国をリードする勇敢な強
健なキリスト教紳士，ジェントルマンの養成を
求めたのであり，そうした機会に参加すること
は何よりも必須なことであり，名誉なことだっ
たのである。

6． スポーツ・フォー・オールとアマチュ
アリズムの崩壊

6．1 戦間期のスポーツ

　1899～1902年の植民地化の南アフリカ戦争
（ボーア戦争）で，イギリスは苦戦の末に勝利
した。その原因の一つが，国内での労働者の過
酷な労働，「苦渋労働」（現在のワーキング・プ
アー）にあり，体力不足，健康状態が深刻で兵
士補充では不適格者が続出していた31）。帝国主
義が激しさを増し，今後何らかの戦闘が不可避
と感じられた当時，国民国家が国民の体力，健
康問題に対処しなければならない事態が一般化
していった。イギリスでは学校保健や体育の授
業も充実されたが，国民全体へのスポーツ振興
策，たとえ国家的な援助であってもそれはアマ
チュアリズムの非援助規定に抵触するから，未
採用だった。
　しかしアマチュアリズムによってブルジョア
ジーに独占されてきたスポーツも，19世紀末の
労働条件の改善，労働者の余暇の少しずつの獲
得に伴って，労働者階級も健康・体力，面白さ，
興奮を求めて徐々にスポーツに参加するように
なった。しかしスポーツが普及するにはその前
提として「スポーツ施設」「スポーツ指導者」
「スポーツクラブ」の整備が無ければならず，
国家は未だにそうした前提条件を建設しなかっ
たから，労働者のスポーツ参加も条件の整備さ
れた労働組合の中での限定的なことであった。
とはいえ，ここにアマチュアリズム崩壊の一端
が露見し始めた。

　さらに，第 1次世界大戦はボーア戦争以降高
まったナショナリズムに支えられてイギリスの
貴族やブルジョアの青年の活躍が目立った。予
想に反する長期戦となり，各国は総力戦を強い
られた。特にドイツとフランスの国境近くの西
部戦線は過酷を極めた。イギリスもこの戦争で
50万人近い戦死者を出した。この戦争でイギリ
ス軍ではラグビーボールのキックと同時に発せ
られた「突撃！」の合図で，兵士が勇敢に突進
したことによりイギリスの勝利に導いたという
英雄談が広まり，ラグビーはナショナリズムと
結合して評価を高めた。これによって両者の結
びつきは一層強固なものとなった。しかしその
一方で，アマチュアリズムから排除された兵士，
国民の体力養成策の必要性はますます国家的に
も自覚され始め，アマチュアリズムは国家に
とっても障害になり始めた。
　戦後はベルサイユ条約（1919）によってドイ
ツはフランスとイギリスによって法外な戦争賠
償金支払いを課せられた。ドイツはそれをアメ
リカからの借款で賄った。フランス，イギリス
もまた戦後復興をアメリカからの借款に依存し
た。こうしてアメリカは初めて世界の経済大国
に躍り出た。ともあれ，戦間期は第 1次世界大
戦での疲弊を回復しつつ，不安定な帝国主義間
の関係は次の世界大戦を予期させるものであり，
各国ともその準備もしなければならなかった。
　第 1次世界大戦と第 2次世界大戦間のいわゆ
る戦間期（1918～1938）は激動の時代であった
が，国民の諸権利も大きく進展した時代であっ
た。激動の時代というのは，帝国主義国家同士
の激突である第 1次世界大戦は先進国イギリス，
フランス等に対する後進国ドイツ等の間の植民
地争奪の争いであった。1914年から18年までの
5年間にわたる長期戦で兵士補充もそれまでの
志願兵制から徴兵制へ移行した国もあり，特に
兵士の体力問題は喫緊の課題として各国に認識
された。さらに戦地に赴く男性に代わって女性
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が多く社会に進出した。イギリスでは19世紀末
からの女性のパブリックスクールの開設に伴い，
ブルジョア女性の社会進出に伴ってスポーツに
参加していたがこの戦間期にはヨーロッパ全体
で増加した32）。このこと自体も大きな時代の変
化であったが，そればかりでなく，主に兵器工
場の女性労働者のサッカークラブも組織され，
戦争支援のチャリティマッチも行われた。当時，
労働者の家庭や労働組合においてさえブルジョ
ア家父長制的女性差別や資本主義的女性差別が
影響している中で，女性は男性に劣り，庇護の
対象であるから，スポーツへの参加など論外で
あった。しかしこうした労働者階級女性のス
ポーツ参加，しかも男性スポーツと言われてき
たサッカーへの参加，そして大きな観衆をも集
める水準にまで進展したことは，ジェンダー平
等の歴史から見ても大きな意義を持った。さら
にそれはアマチュアリズムの根底を覆しつつ
あった。しかし当該の女性たちは，「おてんば」
「男性化」等々の誹謗中傷に晒されたのであ
る33）。
　1922年にはイギリスに替わって世界の覇権国
となりつつあったアメリカの提唱で国際連盟が
設立されたが，植民地争奪の動向は一層苛烈さ
を増していた。こうした厳しい国際情勢の中で，
各国は国民の支持を得るための方策を推進しな
ければならなかった。1917年の社会主義国・ソ
連の発足により，その対抗策としても国民への
福祉政策の重要性は一層増していた。そして国
民へのスポーツの普及は戦力保持，国民の体力
育成ばかりでなく，国民の統合，ナショナリズ
ムの高揚策としても重要性を増していた。それ
ゆえ，各国政府は国民への体力増強策をアマ
チュアリズムを無視しつつ徐々に進め始めた。
　ともあれ，戦間期の各国は国民の福祉に注意
を傾注した左派勢力の進展の一方で，イタリア，
ドイツ（そして東洋では日本）などの極右勢力
の台頭もあり，国内政治は不安定さを増し，対

外的には次の世界大戦の可能性を孕んでいた。
さらに1929年にニューヨークの株価崩壊から始
まった世界的な大恐慌は，国内，国際両面での
危機を激化させた激動の時代なのであった34）。
　1929年にニューヨークのウォール街に始まっ
た株の大暴落は世界的大恐慌をもたらし，西欧
諸国をも直撃した。特にドイツはアメリカから
の借款で戦争賠償金を支払っていたが，それも
停滞した。大不況の中，ドイツではヒトラー率
いる極右のナチスと左翼のドイツ共産党が急台
頭した。1933年，ナチスは共産党を武力弾圧し，
政権を強奪した。1945年の敗北まで，ヨーロッ
パ侵略を犯した。
　さて，政府のスポーツ施設建設に支えられて，
労働組合のスポーツ運動も大きく進展した。世
界で400万人の会員を組織するまでになった。
1936年の第 3回国際労働者オリンピックがバル
セロナ（スペイン）で予定されたが，フランコ
将軍のクーデターによるスペイン内戦の勃発に
よって中止になった。ブルジョア女性スポーツ
運動も盛んになり，1924年のオリンピック・パ
リ大会には種目は限定されていたが，正式な参
加を実現した。そして限定的であるが既述のよ
うな労働者階級の女性もサッカーに組織された。
しかしその後ドイツナチスの弾圧によって，
ヨーロッパでの先進的な諸運動は抑圧されて
いった。
　とはいえ，戦間期にスポーツが進展したのは，
労働者の余暇の獲得とスポーツを享受する余裕
が出始めた事と同時に，政府や自治体が国民の
健康・体力養成を国家施策として承認し，施設
を建設し，指導者を養成し，クラブ育成に援助
を始めたからである。これまでアマチュアリズ
ムによってブルジョア・白人・男性によって独
占されてきたスポーツにブルジョア女性も参加
し，また労働者階級の男性，さらに女性も参加
し始めた。アマチュアリズムによる他者からの
援助の禁止を国家が公然と無視しながら，国民
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の参加の道を開きつつあった。アマチュアリズ
ムが資本主義の進展と共に内的崩壊を始めた。
しかし，アマチュアリズムが完全に崩壊するの
は，第 2 次世界大戦後の福祉国家におけるス
ポーツ・フォー・オール政策（Sport for All 

Policy）と，プロの一層の普及に伴う市場化の
結果である。

6．2 スポーツ・フォー・オールの始まり

　第 2次世界大戦後，東欧の多くが社会主義化
をした。これに対抗することも含めて西欧諸国
は福祉国家を志向し，1950年代後半になると高
度経済成長を経験した。これによって，福祉の
対象がこれまでの労働，住居，医療，教育など
の生命，生活に直結した内容から，文化，ス
ポーツ等の精神的，健康的な領域までも含むよ
うになった。福祉国家発展の第 2段階である。
この高度経済成長はこれまでの肉体労働の多く
を機械化し，その分精神労働化を促進させた。
それはストレスの増加でもあった。更に労働ば
かりでなく，家庭や社会生活も含めての省力化
を推進した。一方で食糧の改善が進み，人類の
長い栄養・体力の歴史つまり「少量摂取・大量
消費」（欠乏時代）から「多量摂取・少量消費」
（飽食時代）に移行した。こうした中で国民の
多くが糖尿病などの生活習慣病に罹るように
なった。さらに医学の進歩はこれまで見過ごし
てきた疾病を早期に発見し，精密な治療を施す
ことが出来るようになった。それは長寿化をも
もたらした。医学の進歩は医療費の削減をもた
らすと期待されてきたが逆に増大させ，国家の
医療費対策，国民の健康促進対策は喫緊の国家
的課題となった。こうして浮上したのが国民へ
のスポーツ普及政策であった。つまり，国民が
日常生活で楽しく体力・健康維持を行えるのは
スポーツ以外に無いからである。さらにスポー
ツへの参加は単に健康促進だけでなく，人間関
係の円滑化にも役立ち，さらに地域・国民の統

合にも役立つ打ち出の小槌であった。
　こうして1960年代になると国家が率先してス
ポーツ参加の条件である「スポーツ施設の建
設」，「スポーツ指導者の養成」，「スポーツクラ
ブの育成」に支援し始めた。国民へのスポーツ
普及にとってこの 3点は必須の政策であり，そ
れらの条件の整備は国家の義務として規定した。
それは国民のスポーツをする権利「スポーツ権」
の保障である。こうして権利と義務が結合した
「スポーツ・フォー・オール政策」の誕生であ
る。その当時の西ドイツ（ドイツ連邦共和国）
に先導された主に西ヨーロッパ諸国，そして北
欧諸国に広く受容され普及した。その後は欧州
評議会（Council of Europe: CE）や欧州連合
（European Union: EU）が積極的に引き継いだ。
　西欧諸国が1950年代末から実質的なスポー
ツ・フォー・オールを採用していたが，近代ス
ポーツの発祥国イギリスはアマチュアリズムの
発祥国でもあり，アマチュアリズムに制約され
て採用は約10年遅れた35）。1950年代後半のイギ
リスは若者問題が深刻化していた。そして一方，
アマチュアリズムによって労働者階級，国民一
般のスポーツ参加が遅れていたこともあり，イ
ギリススポーツの国際競争力が大きく低下して
いた。そしてこれはイギリスナショナリズムの
低下と結びつけられ，イギリス青年の活気とイ
ギリスナショナリズムの高揚のために，1960年
にはウォルフェンデンレポート『スポーツと地
域社会』が出され，アマチュアリズムを否定し
て大陸諸国のように国家が積極的に国民のス
ポーツ振興を行うべきだと進言した36）。このよ
うに，先進資本主義国は福祉国家として「ス
ポーツ・フォー・オール」政策の採用は不可避
な歴史的段階であった。スポーツ・フォー・
オール政策は CE を通じて資本主義の発展する
西欧・北欧諸国に普及した。CEは1966年に「ス
ポーツ・フォー・オール」を加盟諸国に提唱し，
1960年代から70年代前半の経験を集約して
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1975／6年には「ヨーロッパみんなのスポーツ
憲章（European Sport for All Charter）」を発
表した。これは全 8条から構成されるが，第 1
条では「スポーツは全ての人の権利である」と
謳い，第 2条以下では施設整備などを国（含自
治体）の公共責任で行うことを提起した。これ
は全国民を対象とする，人類の歴史的到達点で
ある。この憲章の趣旨は1978年には国連教育科
学文化機関（UNESCO）の「体育・スポーツ
国際憲章（International Charter for Physical 

Education and Sport）」に引き継がれた。こう
して，国民のスポーツへの権利「スポーツ権」
とそれを国が支える「スポーツ・フォー・オー
ル政策」は世界基準となった。

6．3 スポーツをめぐる公共性と個人性

　アマチュアリズムにおけるブルジョア個人主
義によってスポーツへの参加は個人的事項とさ
れてきた。また近年の新自由主義思想により公
共政策が崩壊させられている状況の下で，ス
ポーツの個人性が強調されている。しかし，原
始共同体において狩猟や戦闘のトレーニング化，
プレイ化によるスポーツの誕生とその享受は社
会の「公共的」営みであった。古代ギリシャの
オリンピックを含む年間100回近いスポーツ競
技会も参加者は貴族に独占されたが，国家の公
共的営為であった。近代スポーツはアマチュア
リズムによってブルジョア個人主義に覆われた
が，これはスポーツ本来の公共性に反した37）。
　それを覆す契機は戦間期であり，第 2次世界
大戦後の福祉国家における1960年代以降のス
ポーツ・フォー・オール政策がスポーツの個人
主義に歯止めを掛け，スポーツ本来の公共性を
復活させた。国民のスポーツ権を支えるために
国家の義務としてスポーツの諸条件を提供した
のである。スポーツに参加するかどうかは個人
の自由（自由権）であり，国家といえどもその
自由を抑制することはできないが，その自由権

が実現されるには，つまり国民一般がスポーツ
に参加するためには国家がその条件整備を行う
ことを義務とした。スポーツに参加するには余
暇（可処分所得，可処分時間）が国民に保障さ
れなければならない。これは基本的に国家の労
働政策と富の分配政策（福祉政策）である。そ
してスポーツに参加するうえで広義の福祉，教
育，文化政策であるスポーツ施設・設備，指導
者養成，クラブ育成への支援が必須である。特
にチームスポーツ，例えばサッカー，ラグビー，
野球などは広い土地と付随施設を必要とする。
またバレーボール，バスケットボールなどは広
大な体育館を必要とする。それらの建設は個人
では賄えないから公共（国や自治体）が準備し
て，国民，地域住民に無料あるいは安価で貸与
する必要がある。またスポーツ指導者の養成も
大学やスポーツ組織が連携しつつ総合的に国家
的に必要になり，恒常的にスポーツに参加しよ
うと思えば地域でのスポーツクラブの育成，補
助も不可避である。スポーツ・フォー・オール
政策によるこれらの公共的施策によって，国民
のスポーツ参加が促進される。西欧・北欧のス
ポーツ・フォー・オール政策はすべてこのよう
に推進された。表現を代えれば，そうした国家
的支援が無ければ，国民のスポーツ参加は促進
されない，スポーツは普及しないのである。
　スポーツの参加は確かに個人の自由であり
（自由権），何人もその権利を抑圧することはで
きないが，その自由権も公共（国）の支持，条
件整備の義務（社会権）が無ければ実現しえな
いものである。スポーツ・フォー・オール政策
における社会権は個人の参加の自由である自由
権を内包している。しかし，スポーツ界では古
典的なブルジョア個人主義に依拠した個人主義
が未だに幅を利かせ，社会権を排除している。
これは近年の新自由主義による市場化でさらに
強調されている。しかしそれによる近年の結果
は公共のスポーツ政策の貧困化だけではなく，
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国民の貧困化による消費能力の低下によって民
間営利施設も破産，減少しており，日本を始め
として新自由主義を強く採用している政府の下
では，公共スポーツ施設は元より民間営利施設
さえ減少しており，スポーツ施策全体の弱体化
を産んでいる。スポーツ施設の減少は国民のス
ポーツ文化の衰退を象徴的に示すものである。

7． アマチュアリズムの崩壊と「危険の
引き受け」の崩壊

7．1 アマチュアリズムの崩壊

　アマチュアリズムは「資本主義社会で資本家
がスポーツの大衆化，市場化，商業化を押し止
めた」ことにより根本的な矛盾を抱えたことは
先述した。ここではその矛盾の崩壊を推進した
要因，資本主義の発展に伴う要因として 3点揚
げておきたい。第 1 はプロ化である。「見るス
ポーツ」の商業化はイギリスの19世紀末の都市
におけるエンターテインメントの興隆に軌を一
にしている。プロはいかなる分野でも高度性を
期待される。スポーツでは選手は多くの練習時
間を要し，科学的なトレーニング，生活管理を
必要とする。そしてスターを生み，観客に喜び，
感動，勇気を与え，さらに地域や国民の統合へ
と連なった。その分，アマチュアスポーツは
「見るスポーツ」としては魅力を減少させた。
第 2は，そのプロを報道し，販路を拡大したマ
スコミである。19世紀末の義務教育の普及に伴
う識字率の上昇と新聞・雑誌などの活字媒体の
普及，そして20世紀初頭のラジオの発明と普及，
そして決定的なのは1960年代以降に大きく普及
したテレビである。特にテレビの発展はスポー
ツの普及との 2人 3脚であると指摘される。多
角的な角度からの撮影，スローモーション，直
後の映像再生，選手のプレー，表情のクローズ
アップ等々はスポーツ番組の中で開発された技
術である。これらは「見るスポーツ」の魅力を
一層高めた。競技場での生の観戦は，独自の興

奮性を持つが，テレビは競技場では感得できな
い技法でスポーツの魅力，迫力を伝達する。そ
して第 3 の決定的な要因は1960年代以降のス
ポーツ・フォー・オール政策である。国民全般
へのスポーツ普及を国が率先して推進し，国が
真正面からアマチュアリズムを否定した。それ
によりアマチュアリズムの「排除・統合」，ブ
ルジョア個人主義，「囲い込み」，ブルジョアス
ポーツ自治も根本的に破綻した。こうした動向
の中で，イギリスではアマチュアリズムに固執
していたラグビー・ユニオンは，政府やスポー
ツカウンシル（Sports Council：スポーツ行政
の推進機関）からその姿勢（アマチュアリズム
の固執＝労働者階級への蔑視，差別）を改める
よう1970年代中頃に圧力を受けていた38）。大き
な改善を示さなかったユニオンに対して，ス
ポーツカウンシルはついに1986年に「スポー
ツ・フォー・オール政策」を支持しない組織に
は補助を行わないと警告した39）。こうしてアマ
チュアリズムは国の側からも障害となったので
ある。

7．2 「危険の引き受け」の崩壊

　既述のように「危険の引き受け」とは1800年
頃産業革命時の労働者の災害補償裁判において
企業主（資本家，ブルジョアジー）から適用さ
れた，企業主の責任回避の法理であった。「危
険を分かっていて仕事を引き受けたのだから，
傷害の責任は労働者個人にある」という個人主
義である。自らの安全対策を放置した上でのこ
の論理は，労働運動の高まり，労働者の権利の
拡大と共に，やがて雇用者責任加入の傷害保険
の導入，無過失責任の補償へ発展した。その一
方で企業主への労働条件整備義務を強調するよ
うになった。
　スポーツにおける傷害と補償の在り方は，プ
ロの世界では労働運動の影響を受け，選手たち
は労働者としての保険の適用をいち早く受けて
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いた。しかしプロ以外の，ブルジョアジーであ
るアマチュアのスポーツにおける「危険の引き
受け」は，アマチュアリズムによってスポーツ
を独占したブルジョアジーの内部での問題とし
て機能した。アマチュアリズムはブルジョア個
人主義であるから，それはスポーツ参加で他者
の援助を受けてはならないという事に止まらず，
スポーツ内での傷害も「運が悪かった」のであ
り，それに対しての補償も他者からの援助とな
るためにそれも個人責任で対処した。傷害保険
もプロ化として忌避した。スポーツでの傷害は
ブルジョアジーとしての勇気の証しであり，名
誉の象徴であった。また，「スポーツ内のこと
はスポーツ内で処理する」というブルジョアス
ポーツ自治によってスポーツを「囲い込み」，
スポーツ傷害の加害者に対する裁判への提訴は
ブルジョア階級への裏切りであり，他者への何
等かの依存はその階級からの排斥を意味した。
　こうして「アマチュアリズムに包まれたス
ポーツ」しかもその荒々しさを信条とするス
ポーツに参加することは，「危険の引き受け」
を理念上の大前提としてナショナリズムと結合
してイデオロギー化され，内面化されたのであ
る。裁判が提訴されなかったから「危険の引き
受け」は表現化されなかったが，「アマチュア
リズムに包まれたスポーツ」，ブルジョアジー
のイデオロギーの中では隠れた合意であった。
しかし，こうした隠れた「危険の引き受け」も，
プロスポーツ観戦に伴う傷害と裁判により表面
化することになった。当初の観戦はもっぱら観
戦者の「危険の引き受け」が勝っていた。
　プロ以外の競技者の参加，スポーツ・
フォー・オール政策によって一般大衆（労働者
階級）が多数参加すると，もちろん傷害も増加
した。そして彼らはその傷害の治療，障害者と
なった場合の生活保障を自前で維持する能力に
欠けるから，1970年代中頃から傷害保険が普及
した40）。しかし障害者福祉が十分でなければ，

その保険で将来の生活を賄うことはできず，裁
判で勝利し，補償金を獲得して将来の生活費の
工面を迫られることになった。こうしてこれま
でアマチュアリズムの影響でスポーツ内の傷害
の補償は泣き寝入りが一般化してきたが，ス
ポーツ・フォー・オールによる国民一般，労働
者階級がスポーツに参加し始めると，ブルジョ
アスポーツ自治，ブルジョア個人主義は影響力
を失い始め，1985年からはスポーツ裁判も増加
した。スポーツ裁判が遅れたのは，ユニオンに
対するスポーツカウンシルの批判からも分かる
ように，ブルジョアジーのアマチュアリズムが
社会に沈殿しており，国民一般，労働者階級で
もその影響下にあったからであると思われる。

7．3 寄与過失，比較過失

　相手のダメージを競う「スポーツ」（ボクシ
ング，キックボクシング，K1）や自然の危険
性を享受する極限スポーツ（Extreme Sports）
等では「危険の受け入れ」は前提として成立す
るし，参加者も主催者もルール内での傷害は承
認されている。ルール違反行為でない限り，加
害とはならない。しかし例えばボクシングでの
脳震盪で，直後の適切な治療を主催団体が怠れ
ば，そちらが訴訟の対象になる場合がある。傷
害保険は存在しないか，存在しても掛金は高く，
還元金は少ない。これは危険度の高さと同時に，
加入者数が少ないためである。こうした例外は
別として，従来行われてきたチームスポーツや
格闘技等では，参加者たちは軽い切り傷，擦り
傷などは想定していても，重篤な傷害の「危険
の受け入れ」はしていない。しかし裁判は加害
＝被害の関係を明快にすることを求めるから，
責任の追求は残る。近年の判決では被災者自身
の不注意やルール違反も含めての「過失相殺」
「寄与過失」などが主張されている。この場合，
被災者の「危険の受け入れ」よりも，被災者自
身にも多少の瑕疵，責任があるのではないかと
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いう「寄与過失」（Contributory Negligence）」
が問われるようになっている。この場合判決で
は例えば40％とか50％の寄与過失として，賠償
金もその割合で決定される傾向にある。過失相
殺，比較過失の考え方が近年の傾向である。こ
れは「危険の受け入れ」とは論理を異にする。

8． 今後の課題：ニュージーランドとス
ウェーデンの提起

　両国がスポーツ権保障，スポーツ・フォー・
オール政策の範疇としてスポーツ傷害補償まで
を意図的に視野に入れているかどうかは不明だ
が，ニュージーランドとスウェーデンの場合，
福祉の一環として障害者福祉も充実してい
る41）。したがって，この両国ではスポーツ傷害
の被災＝加害を巡る裁判が存在しない。それゆ
え，「危険の引き受け」の論理も存在しない。
この両国の傷害補償額は日本やイギリスに比べ
て決して多いとは言えない。しかし治療費ばか
りでなく障害者となった場合の障害者福祉の手
厚さによって，その後の生活上の不安は大きく
軽減される。
　この両国共に，福祉国家を採用している。「福
祉国家や無過失責任論は人口の少ない国では可
能だが，イギリス（6,000万人）や日本（13,000
万人）あるいはそれよりも大きな人口規模では
実現が不可能だろう」とする意見が，私の周辺
でもイギリスでのインタビューでも散見された。
しかし，この主張は現状を追認しただけで，何
ら科学的根拠に欠ける。現にイギリスでは第 2
次世界大戦直後に福祉国家を採用したし，2000
年代初頭の労働党ブレア政権も一部福祉国家を
復活させた。問題は労働者の労働条件をどう保
障し，国家の富を国民にいかに分配するかとい
う福祉政策を採用するかどうかである。そして
それは現在，世界の全ての国で問われている課
題なのである。特に新自由主義に侵食された
国々では富の大半を独占する少数の富豪と大多

数の貧困な国民との貧富の格差拡大は深刻化を
しており，喫緊の課題である。国家のスポーツ
政策はその一環である。
　国民へのスポーツ普及，国民のスポーツ権の
保障，スポーツ・フォー・オール政策も広義の
福祉政策として42），今後単にスポーツに参加す
るうえでの条件整備保障だけではなく，傷害補
償をもその権利保障の範疇に含めて考察すべき
だろう。

　本研究は科学研究費補助金「スポーツ事故におけ
る傷害補償制度の国際比較研究」（研究代表者：同志
社大学・川井圭司教授。「18H03161 基盤研究（B）
補助金」。2018年度から 4年計画）の成果の一部であ
る。
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